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第２予算審査特別委員会（第３日目） 1 

H29.3.21 (火)10：00～ 2 

第 一 委 員 会 室 3 

開  会  ９：５８ 4 

 委員動静報告 5 

委 員 長 おはようございます。 6 

         ただいまの出席委員数は９名であります。 7 

 それでは、ただいまより本日の会議を開きます。 8 

 議案第２号 平成29年度滝川市国民健康保険特別会計予算 9 

委 員 長 議案第２号 平成29年度滝川市国民健康保険特別会計予算について説明を求め 10 

ます。 11 

舘 部 長 （議案第２号を説明する。） 12 

原田課長 （議案第２号の詳細を説明する。） 13 

委 員 長 説明が終わりました。 14 

 これから質疑に入ります。質疑ございますか。 15 

舘  内     それでは、私のほうからは４点ございます。 16 

         まず、188ページ、10款３項６目、こちらの超高額医療費共同事業交付金という 17 

ものがございますが、先ほどは高額医療というのがあったのですけれども、こ 18 

ちらの超高額医療費のことについて詳しくお伺いしたいと思います。 19 

         続いて、192ページ、１款４項１目特別対策事業費、説明欄にあります医療費適 20 

正化特別対策事業に要する経費で、診療報酬明細書（レセプト）内容点検委託 21 

料、このレセプトは何件ほどあるのかということと、次の収納率向上特別対策 22 

事業に要する経費ということで998万7,000円上がっていますが、どのような形 23 

で収納率を上げているのか、また徴収の人員も教えていただければと思います。 24 

         続いて、208ページ、７款１項３目保険財政共同安定化事業拠出金10億9,415万 25 

5,000円、どういった内容かお伺いしたいと思います。 26 

         最後に、都道府県化に移される今後のスケジュール、また新しいものがわかれ 27 

ば教えてください。 28 

大崎係長     私のほうから超高額医療費交付金とはどういうものかについて回答させていた 29 

だきます。超高額医療費交付金というのは、各市町村が北海道国保連合会に拠 30 

出金を支出し、北海道国保連合会が国保中央会に対し納めた拠出金を財源とし 31 

まして、420万円を超えるレセプトを対象に、そのうち200万円を超える額に対 32 

し定められた交付率を乗じた額を交付するものです。滝川市におきましては予 33 

算額に50万円を計上していますが、実績につきましては平成26年度が48万円、 34 

平成27年度が17万円となっているところです。 35 

         あわせまして、保険財政共同安定化事業拠出金のことにつきまして回答させて 36 

いただきます。北海道内の市町村間の国保の保険料の平準化や財政運営の安定 37 

化を図るために国保連合会で実施している事業でございます。保険者からの拠 38 

出金をもとに交付金を交付しております。対象となるレセプトにつきましては、 39 

１件当たり１円から80万円までのレセプトが対象になっております。ちなみに 40 

１目の高額医療拠出金については１件当たり80万円を超えるものというところ 41 

で区別されているところでございます。 42 

伊藤主査     まず、１点目ですが、医療費適正化特別対策事業に要する経費のうち、診療報 43 

酬明細書内容点検委託料について、お答え申し上げます。平成28年４月１日よ 44 
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り２年間の業務委託契約になっております。業務内容は、レセプトデータの取 45 

り込み、電子レセプトの点検、再審査請求登録業務が主な業務になっておりま 46 

す。レセプト点検件数なのですが、まず過去３年間を申し上げますと、平成26 47 

年中においては16万7,667枚、平成27年中においては16万2,034枚、平成28年中 48 

においては15万8,277枚の点検枚数になっております。 49 

         次に、２つ目の質疑ですが、収納率向上特別対策事業に要する経費とあります 50 

が、具体的な内容についてお答え申し上げます。嘱託徴収員につきましては２ 51 

名でございます。主な事業内容につきましては、２名の嘱託徴収員の人件費、 52 

車両借り上げ、あと短期証、催告書等の発送に係る通信運搬費等に係る費用に 53 

なっております。27年の実績におきましては、嘱託徴収員２名で、先ほど言い 54 

ましたけれども、682万4,000円の徴収金となっております。 55 

原田課長     それでは、私のほうから最後の都道府県化に向けたスケジュールということで 56 

主なものを申し上げます。７月に北海道の運営方針が決定され、示される予定 57 

です。８月には、今度28年度の各市町村の決算値をもとにした第３回目の納付 58 

金の仮算定数値が示される予定になっています。12月に納付金にかかわります 59 

国の確定した計数が提示され、それをもとに各都道府県が最終の納付金の計算 60 

に当たるということになっていまして、１月に北海道のほうから納付金の金額 61 

と標準保険料率が各市町村に示される予定になっております。 62 

山崎課長補佐   私のほうからは、収納率を上げるための取り組みとその人員についてご説明さ 63 

せていただきたいと思います。 64 

         まず、収納率を上げるための具体的な取り組みといたしましては、納期内に納 65 

付いただけない方に対して、地方税法に基づき納期限後20日以内に督促状を送 66 

付いたします。それでも納付いただけない方に対しては、年４回一斉に催告書 67 

を送付しております。また、軽微な滞納の方、過去数年にわたるような滞納で 68 

はなくて、現年度のみの滞納がある方に関しましては、年４回程度直接自宅に 69 

お伺いして納税の慫慂を行っております。 70 

         他の取り組みといたしましては、お仕事などで平日の日中納税相談が難しい方 71 

のために、夜間や休日の相談窓口の開設を行い、市の広報紙やエフエムＧ′ｓｋ 72 

ｙでの納税啓発活動を行っております。また、短期証の対象となっている方に 73 

関しましては、３カ月に１度市役所に来られる方が多いことから、そういった 74 

方については、市役所にお見えになった際に、まだ納税相談されていない方や、 75 

１度約束しておりましたけれども不履行になっている方などに対して面談を行 76 

い、分割納付の相談を受けるなどしております。 77 

         なお、今お話ししましたような、こういった取り組みに対しても全く連絡のな 78 

い方や、あるいは納税相談があったとしても約束を守っていただけない方に対 79 

しては、預貯金や給与等の財産の差し押さえを執行し、税に充当するような取 80 

り組みを行っております。 81 

         続きまして、人員に関してですが、我々税務課の納税係、課長補佐職以下６名 82 

の正規職員と２名の嘱託職員で徴収業務を行っております。 83 

委 員 長     ほかに質疑ございますか。 84 

山  口     まず、新年度の国保会計に第２次健康たきかわ21アクションプランというのが 85 

もともとあるのですが、これがどこかの部分で反映されているのか、関係性に 86 

ついてお伺いします。 87 

         それから、182ページの歳入のところに健康増進事業費補助金というのがありま 88 
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す。国のほうでは何点か推奨の事業項目が出ているのですが、どの部分をこの 89 

七十何万円でやるつもりなのかお伺いをしたいと思います。 90 

         それから、特定健診なのですが、後期高齢者にも健診というのがありますけれ 91 

ども、区別というか、連携というか、区別はあるのでしょうけれども、連携し 92 

ないと同じような事業になる場合もあるので、どういうふうにしているのかと 93 

いうところをよろしくお願いします。 94 

大崎係長     私のほうからは健康増進事業費補助金の関係についてお答えいたします。健康 95 

増進事業費補助金につきましては、滝川市で特定健診を行うときに、もともと 96 

必須項目と言われる、例えば肝臓に関する数値だとか、コレステロールだとか、 97 

そういった決まった数値に関しましては、歳入の国や道の補助金の中で特定健 98 

診の負担金で受けています。滝川市につきましては、特定健診の現在必須項目 99 

ではないのですけれども、健康な値に非常に重要な要素であります尿酸値とク 100 

レアチニンの検査につきまして、原則皆さんに受けていただいているところで 101 

ございます。ただし、こちらのいわゆる補助につきましては、特定健診の必須 102 

項目ではないことから、特定健診の負担金ではもらえていない項目になります 103 

ので、１人当たり、滝川市では420円分になりますが、この部分のうち３分の２ 104 

が道の補助金の健康増進事業費補助金の収入をもって充てているところです。          105 

原田課長     まず、特定健診の後期との連携という部分についてですけれども、国保につい 106 

ては特定健診で三十数パーセントの受診率があって、年々受診率も上がってき 107 

ているところです。後期医療につきましては、75歳以降となりますけれども、 108 

脳ドックとセットで健診を受けていただくことで受診率の向上に向けて取り組 109 

んでいるところです。 110 

     健康アクションプランというのは健康づくり課の所管になるかと思うのですが、 111 

我々保険医療課については、特定健診の基本計画とデータヘルス計画を用いま 112 

して健診事業に取り組んでいます。それをもとにして３カ年計画、５カ年計画 113 

で取り組んでいます。 114 

山  口     今の計画、要は所管の違いなのですけれども、部長に聞きますが、アクション 115 

プランをつくって、国保の部分は国保の来るお金でやるということなのですが、 116 

市民にとっては同じ健康づくりというか、福祉向上のためにということで計画 117 

を立ててやっているのですけれども、計画と実際にお金を使う段階では違うの 118 

だということではないですよね。 119 

舘 部 長     計画の中の健康づくりという部分で国保はどのように絡んでいるかというと、 120 

大きくは課長から説明があったとおり、特定健診の受診率向上ということで、 121 

健康づくり課と常に計画を立てて連携しています。いろんな事業を活用して、 122 

国保では被保険者の皆さんにいろんな文書、電話で勧奨し、医療費の適正化と 123 

いうテーマの中で、データヘルス計画、レセプトデータで市民の健康づくりの 124 

ために計画して事業を進めています。 125 

委 員 長     ほかに質疑ございますか。 126 

（なしの声あり） 127 

委 員 長     それでは、質疑の留保はなしと確認をしてよろしいですか。 128 

（異議なしの声あり） 129 

委 員 長     以上で議案第２号の質疑を終結いたします。 130 

         この後、後期高齢者医療特別会計は、日程を変更いたしまして、午前中にでき 131 

ると思いますので、所管の入れかえのため５分間休憩します。再開は10時35分 132 
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とします。休憩します。 133 

休  憩 １０：２８ 134 

再  開 １０：２９ 135 

委 員 長     休憩前に引き続き会議を再開します。 136 

 議案第５号 平成29年度滝川市後期高齢者医療特別会計予算 137 

委 員 長 議案第５号 平成29年度滝川市後期高齢者医療特別会計予算についての説明を 138 

求めます。 139 

舘 部 長 （議案第５号を説明する。） 140 

委 員 長 以上で説明が終わりました。 141 

 これより質疑に入りたいと思います。質疑ございますか。 142 

舘  内     336ページの１款１項１目１節ですけれども、今年度から上がっていますけれど 143 

も、こちらは嘱託職員という位置づけなのでしょうか。どのような業務で何名 144 

の採用になるのかお尋ねします。 145 

茂野係長     嘱託職員、１名の採用を予定しております。 146 

         今回の事業は、後期高齢者医療の保険料の収納向上を目的に、地域の実情を踏 147 

まえた滞納者へのきめ細かな効果的な収納対策を行うため広域連合が行ってい 148 

るもので、実施市町村に補助金が交付され、国庫補助金を財源とした事業です。 149 

後期高齢者医療については、例えば国保から後期に移行したとき、制度が違う 150 

ことや、国保で口座振替の方が後期に引き継がれず再手続などがあり、被保険 151 

者が高齢なため制度や保険料の納付方法について理解されないということも少 152 

なくありません。そのため、本事業を活用し徴収専門員を設置することで、今 153 

まで以上に口座振替勧奨、早期の電話催告、隣戸訪問などきめ細かな対応を実 154 

施しまして、未収額をふやさないことを目的としています。 155 

委 員 長     ほかに質疑ございますか。 156 

（なしの声あり） 157 

委 員 長     それでは、質疑の留保はなしと確認してよろしいですか。 158 

（異議なしの声あり） 159 

委 員 長     以上で議案第５号の質疑を終結いたします。 160 

         本日まで３日間質疑を行ってまいりましたが、市長に対する総括質疑への留保 161 

はなしと確認してよろしいですか。 162 

（異議なしの声あり） 163 

委 員 長     それでは、以上で全ての質疑を終結いたします。 164 

         お諮りをいたします。暫時休憩をしたいと思います。再開は11時からとします 165 

が、これに異議ございませんか。 166 

（異議なしの声あり） 167 

委 員 長     暫時休憩します。 168 

休  憩 １０：３９ 169 

再  開 １０：５９ 170 

委 員 長     それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 171 

 討論 172 

委 員 長 これより討論に入ります。 173 

 討論順序につきましては、初日に決定しておりますとおり、会派清新、会派み 174 

どり、新政会、公明党、日本共産党の順となります。 175 

 最初に、会派清新、関藤委員。 176 
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関  藤     会派清新を代表しまして、第２予算審査特別委員会に付託されました議案第２ 177 

号から第８号並びに関連議案１件の全てを可とする立場で討論いたします。 178 

         2014年、人口問題を発端に、まち・ひと・しごと創生総合戦略において地方創 179 

生がスタートしました。本市においても創生総合戦略が示されたわけですが、 180 

経済の好循環が地方において実現しなければ、人口減少が地域経済の縮小を呼 181 

び、また経済の縮小が人口減少を加速させるという負のスパイラルに陥るリス 182 

クを抱えております。人口減少を克服し、将来にわたって成長力を確保するた 183 

めに、人口、経済、地域社会の課題を一体的に取り組む必要があると考えます。 184 

このたびの予算編成におきましては、市理事者、担当職員におかれましては大 185 

変ご苦労されたことと思いますが、新年度に向けての諸課題に対する一層の努 186 

力をされますことをお願いいたします。 187 

委 員 長     次に、会派みどり、山口委員。 188 

山  口     会派みどりを代表して、第２予算審査特別委員会に付託されました議案第２号 189 

から第８号の７件並びに関連議案第９号の１件について、全てを可とする立場 190 

で、以下若干の意見を付して討論いたします。 191 

         介護保険特別会計は、対象者が年々増加する中、当会計は市民の福祉向上にお 192 

いてますます重要になってきております。国の制度変更も頻繁に実施をされ、 193 

当市でも新規予防事業に取り組むなど複雑になってきておりますので、市民に 194 

わかりやすい説明と確実な給付に留意をされたい。 195 

         病院事業会計、病院医師、看護師、技師など全ての職員が経営状況になお一層 196 

の危機感を共有し、策定した経営計画に沿って実行、検証を行うことを要望い 197 

たします。 198 

         下水道事業会計、社会インフラである下水道の計画整備を進めるとともに、台 199 

風やゲリラ豪雨に対して最小限の被害に抑えるよう、対策の構築と速やかな対 200 

策実行の準備を要望します。 201 

         土地区画整理事業特別会計、当初計画から大幅におくれている当事業は、都市 202 

マスタープラン実現などに影響が及ばないよう、予算確保になお一層の努力を 203 

されたい。 204 

         公営住宅事業特別会計、民間管理委託初年度に当たることから、市民への周知 205 

とスムーズな移行に留意をし、委託業者と綿密な情報交換と連携を図り、市民 206 

対応に当たられたい。 207 

         国民健康保険特別会計、収納率向上に努め、特定健康診査受診率を高めること 208 

で市民の健康増進を図られたい。 209 

         後期高齢者医療特別会計、対象者に対する広報活動と健康診査など予防事業を 210 

確実に実行されたい。 211 

         最後に、平成29年度予算を編成された市理事者並びに担当者に敬意を表すると 212 

ともに、市民のための各事業を確実に実行されることを期待し、会派みどりの 213 

討論といたします。 214 

委 員 長     続きまして、新政会、安樂委員。 215 

安  樂     新政会を代表して、第２予算審査特別委員会に付託されました平成29年度予算、 216 

議案第２号から第８号まで、関連議案第９号の８件につきまして、可とする立 217 

場で討論いたします。 218 

         初めに、厳しい財政状況の中、経費節減など無駄を省き、効率的かつ効果的な 219 

予算編成に尽力された市理事者並びに職員の皆様に敬意を表します。 220 
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         平成29年度は、滝川市まち・ひと・しごと創生総合戦略と滝川市財政健全化計 221 

画の３年目に当たる年度であり、市政にとっては将来にわたる健全な財政運営 222 

の実現と地方創生をさらに加速するための予算編成だと認識しております。計 223 

画的かつ適切な予算の執行を要望いたします。 224 

         以下、若干の意見を付して討論といたします。 225 

         １、国民健康保険特別会計予算、市民の健康増進を図るために、特定健診の受 226 

診率向上に努められたい。 227 

         ２、公営住宅事業特別会計予算、市営住宅の老朽化を踏まえ、計画的に建てか 228 

え、改修に予算を計上していることを評価いたします。平成29年度からは市営 229 

住宅の維持管理が指定管理者に業務委託されますが、初年度ということもあり、 230 

さまざまな障害が生じるものと予想しております。行政と管理者側の連携を密 231 

にして、入居者に不便さを感じさせないように配慮していただきたい。 232 

         ３、介護保険特別会計予算、平成29年度は、第６期介護保険事業計画の最終年 233 

度であり、同時に第７期介護保険事業計画の策定年度でもあります。第６期事 234 

業計画の推進と同時進行で第７期事業計画を作成することは大変なご苦労があ 235 

ると推察いたしますが、第６期事業計画の成果、問題点などをしっかりと分析、 236 

評価、検討され、第７期事業計画に反映していただきたい。 237 

         ４、下水道事業会計予算、長期的な視野に立ち、計画的かつ効率的に老朽化し 238 

た設備などの更新を行い、安定した経営に尽力されたい。 239 

         ５、病院事業会計予算、他自治体の病院では医師不足が深刻な問題となってい 240 

るところ、新たに整形外科医、眼科医を招聘し、理学療法士を新規採用される 241 

ことを評価いたします。平成29年１月に滝川市立病院経営計画素案が策定され、 242 

平成32年度経常収支比率100パーセント以上、平成27年度資金不足５億円の早期 243 

返済、病院中期計画ビジョン、患者にもスタッフにも選ばれるマグネットホス 244 

ピタルの実現など３つの目標を掲げ、計画に基づき各種施策を推進し、健全な 245 

病院経営を目指していくわけですが、この計画を具現するためには、収益確保 246 

に向けた医師の取り組みが不可欠であると思われます。今後の各種会議、会合 247 

などの場を活用して認識の統一を図られ、各医師が共通の思いを持って意欲的 248 

に診療業務に当たられるよう努力していただきたい。 249 

         以上、討論といたします。 250 

委 員 長     それでは次に、公明党、堀委員。 251 

堀       公明党を代表し、第２予算審査特別委員会に付託されました議案第２号から第 252 

８号並びに関連議案第９号を可とする立場で討論いたします。 253 

         厳しい財政状況の中で予算編成を進められました市理事者、職員の皆様に敬意 254 

を表します。 255 

         将来にわたり少子高齢化、人口減少が予想される中で、行財政改革が最重要課 256 

題と考えます。市長のリーダーシップのもとに職員全員が改革に取り組むこと 257 

を強く求め、以下若干の意見を付して討論といたします。 258 

         公営住宅事業特別会計、指定管理に伴う業務委託の円滑化に取り組み、市民の 259 

満足度に努力されたい。 260 

         介護保険特別会計、第７期事業計画が2025年を見据えた国の指針を踏まえて今 261 

年度は検討されると思うが、大事な視点は、市民ニーズを調査し、検討してい 262 

ただきたい。誰もが健康で元気な老後生活を望んでいると思います。そのため 263 

の行政サービスは介護予防サービスだと思います。現在取り組まれている百歳 264 
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体操や今年度から実施されるボランティア活動のポイント制度など評価いたし 265 

ますが、さらに推進に努められたい。 266 

         下水道事業会計、全国で発生している陥没事故に対し、本市における課題は２ 267 

点あると考えます。１つは、将来的に無事故のメンテナンス計画と、もう一つ 268 

は、必ず必要な設備更新に対しコストダウンのシミュレーション作成に努めら 269 

れたい。 270 

         病院事業会計、厳しい経営状況を踏まえて改革プランが作成されました。医師、 271 

技師の確保もされ、充実してまいりましたが、全ての病院関係者がこの改革プ 272 

ランを理解していただき、健全経営に努められたい。 273 

委 員 長     それでは最後に、日本共産党、舘内委員。 274 

舘  内     私は、日本共産党を代表して、第２予算審査特別委員会に付託された議案第６ 275 

号、土地区画整理事業特別会計予算、第３号、公営住宅事業特別会計予算を否 276 

とする立場で、また議案第２号、第４号、第５号、第７号、第８号、第９号を 277 

可とする立場で討論を行います。 278 

         まず初めに、厳しい財政状況の中で市民生活を第一に行政執行に当たられた市 279 

長、理事者、職員の皆様に敬意を表します。 280 

         議案第６号、土地区画整理事業特別会計予算について、泉町土地区画整理事業 281 

については、凍結もしくは中止と判断するべきです。その理由の１点目は、都 282 

市計画に基づいて拡幅とクランクの解消をすることは、都市計画自体が見直さ 283 

れたとはいえ、将来の３丁目通の立体交差化などを見越したもので、時代に合 284 

っていないこと。２点目は、整備されても街路灯が設置されない可能性が高く、 285 

歩行者などが夜歩けなくなる道路になりかねません。 286 

         議案第３号、公営住宅事業特別会計予算について、維持管理業務の指定管理化 287 

について反対の理由の１つ目は、指定管理事業所へ直接出向く際、市庁舎から 288 

約１キロメートル離れた指定管理事業者社屋へ行かなければならなくなります。 289 

これで、道内の179市町村の中で、庁舎から一番遠い窓口になります。そして、 290 

２つ目は、指定管理化について市民への説明が全くなされていない。公営住宅 291 

法に基づく施策の大転換について市民の意見を聞かない進め方は、問題がある 292 

と思われます。 293 

         次に、意見を述べさせていただきます。 294 

         公営住宅に関する問い合わせなどが市民よりあった場合、市庁舎、江部乙支所 295 

に申請用紙等を設置して対応すること。直接取りに行けない状況の方がいる場 296 

合、郵送での対応も可能と日本共産党の質疑による答弁がありました。入居者 297 

へは、全世帯へ窓口が指定管理業者へ変わる旨のチラシが配布されております。 298 

しかし、新たに入居を予定する市民への周知は限られており、広報以外にエフ 299 

エムＧ′ｓｋｙ、町内会回覧板等がありますが、今後も周知の徹底実施を求めま 300 

す。 301 

         長寿命化計画と新築の団地は、計画どおりに建築されます。しかし、築年数が 302 

経過している平家団地の入居者からのさまざまな影響による指定管理業者への 303 

修繕依頼がある場合には、指定管理業者へのしっかりとした監督を求めます。 304 

         議案第２号、国民健康保険特別会計予算について、第１定例会の日本共産党、 305 

清水議員による代表質問の答弁で、平成23年度以降基金を切り崩しながら国保 306 

財政を維持してきたが、平成28年度をもって基金が底をつきそうな状況となっ 307 

ている。平成29年度も引き続き厳しい国保財政となる。平成30年度からスター 308 
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トする都道府県単位化によって納付金方式に変更になる制度改正を控えている 309 

ことから、今後は平成28年度の決算結果、平成29年度の収支見込みを見定めな 310 

がら、平成30年度からの保険税見直しについて検討したいと思うとありました。 311 

国保の都道府県化による大きな改正ですが、これ以上市民に大きな負担がかか 312 

らないように、一般会計からの繰り入れを含め、国保税を引き上げないよう努 313 

められたい。葬祭費の支払いについては、生活困窮者からの相談があれば、現 314 

金で給付も選択できることを周知されたい。 315 

         議案第４号、介護保険特別会計予算、議案第５号、後期高齢者医療特別会計予 316 

算について、制度の改正が平成27年度実施されていますが、特定入居者介護サ 317 

ービス費については家族の課税、非課税がわかる書類と預貯金通帳の写しを提 318 

出することになっていますが、手続の進め方については市町村に任されている 319 

ということですから、入居者とご家族の苦労を少しでも緩和できるよう努めら 320 

れたい。また、申請などの手続は郵送でも可能ですが、利用される高齢者に対 321 

して十分な対応をされたい。 322 

         議案第７号、下水道事業会計予算、第９号、下水道事業会計資金金の額の減少 323 

について、下水道分流化事業については、河川の水質を保全するため、合流式 324 

下水道区域の分流化工事約12.2ヘクタールを実施すると述べている。下水道事 325 

業は、100年先を見越すような多世代間にかかわる性格を持つものです。総務省 326 

が求めている経営戦略の進捗状況について、日本共産党の代表質問の答弁で、 327 

今後の本市における下水道事業の経営状況を見据えるとともに、使用実態に即 328 

した公平性を甘受できるものとなるよう、審議会などしかるべき組織に諮り、 329 

中空知広域水道企業団と協議を行いながら、健全経営を継続できるよう検討し 330 

てまいりたいと考えているとありました。今後の下水道事業の健全経営に努力 331 

されたい。 332 

         議案第８号、病院事業会計予算について、市立病院経営５カ年計画を策定して 333 

おり、経費の縮減を初め市民からの信頼を向上させるため、サービスやイベン 334 

トを通じて病院が地域住民とのコミュニケーションを大切にしていることなど、 335 

経営に惜しみない努力をされています。今後も病院の健全運営に努力されたい。 336 

         以上、日本共産党の討論といたします。 337 

委 員 長 以上で討論を終結いたします。 338 

 なお、討論要旨につきましては、整理をして３月24日までに事務局へ提出をお 339 

願いいたします。 340 

 採決 341 

委 員 長 それでは、これより採決を行います。 342 

         ただいま反対討論のありました議案のうち、先に 343 

         議案第３号 平成29年度滝川市公営住宅事業特別会計予算 344 

 を挙手により採決をいたします。 345 

         本案を可とすべきものに決することに賛成の方の挙手を求めます。 346 

（賛成者挙手） 347 

委 員 長 挙手多数であります。 348 

 よって、本案は可とすべきものと決しました。 349 

         次に 350 

         議案第６号 平成29年度滝川市土地区画整理事業特別会計予算 351 

 について挙手により採決をいたします。 352 
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         本案を可とすべきものに決することに賛成の方の挙手を求めます。 353 

（賛成者挙手） 354 

委 員 長 挙手多数でございます。 355 

 よって、本案は可とすべきものと決しました。 356 

         続きまして、残りの 357 

 議案第２号 平成29年度滝川市国民健康保険特別会計予算 358 

 議案第４号 平成29年度滝川市介護保険特別会計予算 359 

 議案第５号 平成29年度滝川市後期高齢者医療特別会計予算 360 

 議案第７号 平成29年度滝川市下水道事業会計予算 361 

 議案第８号 平成29年度滝川市病院事業会計予算 362 

 議案第９号 平成29年度滝川市下水道事業会計資本金の額の減少について 363 

 以上の６件を一括採決いたします。 364 

 本案をいずれも可と決することに異議ありませんか。 365 

（異議なしの声あり） 366 

委 員 長 異議なしと認めます。 367 

 よって、本案はいずれも可とすべきものに決しました。 368 

 お諮りをいたします。委員長報告につきましては、正副委員長にご一任願えま 369 

すか。 370 

（異議なしの声あり） 371 

委 員 長 そのように決定をさせていただきます。 372 

 以上で本委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました。 373 

 挨拶 374 

委 員 長 この場合、市長から発言の申し出がありますので、これを許したいと思います。 375 

市  長 本委員会閉会に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。 376 

         山本委員長、東元副委員長を初め、第２予算審査特別委員会委員各位におかれ 377 

ましては、本日までの３日間精力的に審査、ご議論賜りまして、ただいまいず 378 

れも上程されました議案、可とご認定をいただきましたことに心からお礼を申 379 

し上げる次第でございます。 380 

         付託されましたご意見等を参考にしながら今後の予算執行に当たるつもりでご 381 

ざいますので、今後ともご指導、ご理解をよろしくお願い申し上げ、お礼のご 382 

挨拶とします。まことにありがとうございました。 383 

委 員 長 皆さんのご協力のもとに審査を無事終了させていただきました。東元副委員長 384 

ともどもお礼を申し上げて、退任のご挨拶にさせていただきます。本当にあり 385 

がとうございました。 386 

 以上をもちまして第２予算審査特別委員会を閉会いたします。 387 

閉  会 １１：２３ 388 


